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演習資料の活用について

１ ねらい
○ この演習資料は、危機発生時の組織的な初動・初期対応など学校における
危機対応力の一層の向上を図るとともに、教職員の危機管理意識を高め、課

題発生を未然に防止することを目的としています。
○ 具体的な事案を取り上げ、実践的な演習資料にしています。また、研修等
において活用できる「進行役用資料」を添付しています。
○ 教職員が積極的に話し合う事により、話しやすい雰囲気や一体感を醸成し、

協働性や同僚性が高まることもめざしています。

２ 進 行
（１）進行

○ 進行は教頭等が行います。
○ 進行役は、事前に別添「進行役用資料」を確認して、進めてください。
○ 進行については、以下を参考にしてください。

※ 当日朝など、事前に先生方にワークシートを配付しておく。

① 開始にあたり、５人程度のグループを作り、グループの司会を決めておく。

② 進行役が「進行役用資料」のねらいを読んで全員で確認する。

③ 進行役が事案を読み、進行役用資料の導入部分を話す。

④ (１)・(２)について、各自で考え、記入した後、グループで協議する。

⑤ (１)・(２)について、２グループ程度発表する。

⑥ (３)については、対応項目を考え、記入した後、グループで協議する。

⑦ まとめとして、進行役は、「進行役用資料」と「実践事例」を配付し、全

体の流れを全員で振り返ってみる。

※事案によっては、(３)が対応項目となっていない場合もあります

（２）時間配分

○ 以下の時間配分を目安に、学校の実情にあわせて時間を設定、実施して
ください。

導入 ねらいの確認 ５分

(1)･(2) 項目・対応記入 10分 協議 10分 発表 ５分
展開
(3) 項目等記入 ３分 協議 ３分

まとめ 振り返り ４分 ※ ４０分での実施を考えて、
時間配分をしています。

３ 備 考
○ 全校種に対応できるように、校種・学年は記載しておりませんので、適宜

補ってください。
○ 基本的な事案を想定し作成しておりますので、学校の実態等により事案を
工夫した演習も考えられます。
○ 研修終了後に、学年会等で過去に経験した困難事例について話し合いを行

うことなども、研修がさらに深まる方法です。
○ 全教職員での実施以外に、学年会やＰＴＡ研修会、地区生徒指導主任会議
等での活用なども考えられます。
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演習① いじめ対応Ⅰ

① ある程度、状況がつかめているいじめ事案について、学校としてすぐに
取り組むことや状況が明確になったときの対応について、演習を通して考

ね え、教職員の危機対応力を高めましょう。
ら ② 児童生徒・保護者の立場に立ち、早い段階から保護者と連携して信頼関
い 係を築くことが、その後の対応にとても大切であることを学びましょう。
③ 事案発生後は、全教職員が協働して課題解決に当たる必要があるため、
何でも話すことができる関係を築く大切さを確認しましょう。

１ 展開上のポイント
(１) 導入

いじめは、どこの学校でも起こり得ると

いう認識のもと、「いじめは重大な人権侵

害である」「いじめは教職員の児童生徒観

や指導の在り方が問われる問題である」と

意識して取り組みましょう。

(２) 展開

○ 保護者から連絡を受けた直後の的確な

対応が重要です。「報・連・相」や「連

携」をキーワードに対応を考えましょう。

○ いじめを受けた児童生徒やその保護者

の立場に立った対応を考えましょう。

○ いじめの対応として、以下の点が必要

であることを確認しましょう。

・管理職への報告・連絡・相談

・被害児童生徒の保護者との連携

・関係者が集まり状況整理と対応協議

・被害児童生徒からの聴き取り

・加害児童生徒からの聴き取り 等

○ 本演習では、積極的な協議により、よ

りよい対応を考えていくことが大切で

す。進行役は、話し合いが活発に行われ

るように、支援しましょう。

(３) 振り返り

○ いじめの対応では、以下の点が大切で

あることを確認しましょう。

・早めに管理職等に報告して組織で対応

すること

・被害児童生徒の保護者と緊密に連携し

ながら対応すること

２ 留意点
(１) 事案が発生した場合、担任一人が抱え

込んで対応しようとせずに、早めに管理

職や生徒指導主任等に相談して、組織で

対応するようにしましょう。

(２) Ａさんから話を聴く場合は、学校全体

で本人を守ることを伝え、安心して話が

できる雰囲気をつくりましょう。

(３) Ｃ･Ｄ･Ｅさんに聴き取りをして、事実

を認めなかった場合は、まず、周囲の児

童生徒からの聴き取りを行い、事実を明

らかにするようにしましょう。また、Ａ

さんやＡさんの保護者が訴えている内容

を伝え、Ａさんの辛さが十分理解できる

ように話をしましょう。

(４) Ｃ･Ｄ･Ｅさんの保護者には、Ａさんが

精神的な苦痛を受けていることを丁寧に

伝えるとともに、いじめの定義やＣ･Ｄ･

Ｅさんの反省状況についてもきちんと説

明して、十分な理解を得た上で、謝罪等

の今後のＡさんへの対応や再発防止につ

いて相談することが必要です。

本事案は学級崩壊が背景にあります

学級の秩序が乱れている場合、いじめの

発生割合が高く、いじめの発見も難しいと

言われています。学級目標の設定やＡＦＰ

Ｙを取り入れた人間関係づくり等に取り組

み、常に子ども同士が良好な人間関係を保

ち、ルールを守り、「心の居場所」となる

ような学級づくりに努めましょう。

３ 参考
(１) 未然防止として、以下の点が大切です。

・教育活動全体を通して、心の教育の充

実を図る中で、規範意識を醸成する。

・教職員一人ひとりが、児童生徒の心の

変化を敏感に感じ取り、変化を見逃さ

ないようにする。

・「厳しさ」だけでなく、温かい人間関

係に基づく「やさしさ」のある指導を

推進し、互いに支え合う集団をつくる。

(２) 日頃から定期的なアンケートや教育相

談等により、児童生徒の不安や悩みを早

期に把握するようにしましょう。

(３) いじめの背景には、加害者のもつ様々

なストレスも想定されることから、加害

者の心のケアが必要な場合もあります

進行役用資料
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演習①「いじめ対応Ⅰ」

ある学級では、先月頃から、学級内の子どもたちの落ち着きやまとまりがなく
なって、授業が成立し難い状態になっています。このような状態のときには、い
じめが起きることが多い傾向があると理解していた担任は、学級内でいじめが起
こらないように、朝の会や帰りの会で、友達と仲よくすることの大切さについて
話をしました。

そのような中、今日の午前中、Ａさんの母親から「Ａが最近、朝、学校に行く
のをいやがるのでおかしいなと思っていたら、今朝、Ａを誘いに来た友達のＢさ
んが、学校でＡがＣ･Ｄ･Ｅさんから嫌なことを命令されて、そのとおりにしない
と殴られている、と話してくれました。」という連絡がありました。

(１)連絡を受けた当日、担任としてどのようなことをしますか、２点答えてください。

①

②

(２)上記の後、すぐに、学校としてどのような対応をしますか。

対応項目 具 体 的 内 容

(３)その後、事案の解決に向けて、どのような対応をしますか。

対 応 項 目

「問題行動等対応マニュアル」を参照
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演習①「いじめ対応Ⅰ」の実践例（Ｘ校の場合）

ある学級では、先月頃から、学級内の子どもたちの落ち着きやまとまりがなく
なって、授業が成立し難い状態になっています。このような状態のときには、い
じめが起きることが多い傾向があると理解していた担任は、学級内でいじめが起
こらないように、朝の会や帰りの会で、友達と仲よくすることの大切さについて
話をしました。

そのような中、今日の午前中、Ａさんの母親から「Ａが最近、朝、学校に行く
のをいやがるのでおかしいなと思っていたら、今朝、Ａを誘いに来た友達のＢさ
んが、学校でＡがＣ･Ｄ･Ｅさんから嫌なことを命令されて、そのとおりにしない
と殴られている、と話してくれました。」という連絡がありました。

(１)連絡を受けた当日、担任としてどのようなことをしますか、２点答えてください。

① 管理職、学年主任、生徒指導主任にＡさんや学級の様子などを報告し、相談する。

② 担任は、Ａさんの保護者に連絡し、家庭訪問もしくは保護者来校により、学年主任
等と一緒に面会して、詳しい話を聞くとともに、全力を挙げて対応する旨を伝え、保
護者の意向を確認する。 ※以降、Ａさんの保護者とは緊密に連携しながら取り組む

(２)上記の後、すぐに、学校としてどのような対応をしますか。

対応項目 具 体 的 内 容

関係者会議① ○ 管理職、生徒指導主任、学年主任、教育相談担当、部活動顧
問、担任など関係者で状況を整理・共有し、対応策について話
し合う。

Ａさんからの聴き取り ○ 担任などＡさんと信頼関係のある教員が対応し、静かな場所
で話しやすい雰囲気をつくる。

○ 本人を守ることを約束し、共感的に話を聴く。

Ｂさんからの聴き取り ○ 担任など信頼関係のある教員が対応し、Ｂさんが話してくれ
たことへの感謝の気持ちをしっかり伝える。

○ 本人を守ることを約束し、共感的に話を聴く。

関係者会議② ○ 以上の聴き取りから状況を整理し、今後の対応策を決める。

(３)その後、事案の解決に向けて、どのような対応をしますか。

対 応 項 目

職員会議か職員朝礼で、いじめ事案についての共通理解と組織対応の確認

Ｃ･Ｄ･Ｅさんからの聴き取りによる事実確認と指導

Ｃ･Ｄ･Ｅさんの保護者への事実関係等についての丁寧な説明と、今後の連携

Ｃ･Ｄ･ＥさんのＡさんへの謝罪の場の設定

ＡさんのケアとＡさんの保護者との連携

学級、学年への再発防止に向けた指導

「問題行動等対応マニュアル」を参照
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演習② いじめ対応Ⅱ
※演習①を実施後に演習②を実施しましょう。

① いじめかどうか特定しにくい場合の対応について、演習を通して理解し、

教職員の危機対応力を高めましょう。

ね ② 児童生徒の様子がいつもと違う場合は、早めに周りの教職員や保護者と

ら 連携して、学校や家庭で注意深く観察し、互いに情報を共有することが大

い 切であることを学びましょう。

③ いじめの有無が明確になっていない場合の、児童生徒からの聴き取り方

などについて、確認しましょう。

１ 展開上のポイント
(１) 導入

いじめは、同じ学級で、仲の良い者同士

の間で起こることもあります。その場合、

いじめが特定しにくいことが多いようで

す。そのような場合の対応について考えま

しょう。

(２) 展開

○ 児童生徒のことで、気になることがあ

る場合は、以下の対応が必要であること

を確認しましょう。

・周りの教職員への相談

・関係者が集まり、人間関係のトラブル

やいじめ等を想定し、対応を協議

・気になる児童生徒の保護者との連携

・気になる児童生徒からの聴き取り

・気になる児童生徒の友達からの聴き取

り 等

○ (３)では、「いじめは、どの学校でも、

どの児童生徒にも起こり得ることを認識

し、日頃からいじめを許さない学校づく

りに努めることが大切です。そこで、日

常的に行う、いじめの実態把握に向けた

取組を３点記入しましょう。」と指示し

てください。

○ 進行役は、話し合いが活発に行われる

ように、支援しましょう。

(３) 振り返り

○ 日頃から以下のような対応を行うこと

が必要であるが、いじめが特定しにくい

場合には、より一層意識して取り組むこ

とが大切であることを確認しましょう。

・児童生徒の小さなサインを見逃さず、

迅速かつ適切に対応すること

・教職員間や、学校と家庭がしっかり情

報連携すること

・関係者からの聴き取りは、聴き方に留

意し、行動や思いを十分聴き取ること

２ 留意点
(１) Ａさんに聴き取りをした際、悪口や仲

間外れ等、いじめを受けた事実について

話さない場合は、家庭と連携して、学校

全体で継続的に観察し、Ａさんを支援し

ながら、常に情報を共有できる体制を整

えておきましょう。

(２） Ｂ･Ｃ･Ｄさんにいじめの事実について

確認する場合、「あなたは、Ａさんをい

じめましたか？」という尋ね方をするの

ではなく、Ａさんに対して、具体的にど

のようなことを言ったり行ったりしたか

を聴き取りましょう。

(３) Ｂ･Ｃ･Ｄさんや周囲の児童生徒から状

況を聴き取っても、いじめの事実が確認

できない場合は、Ａさんの保護者と連携

しながら、全校体制で、継続的にＡさん

への見守りや声かけを行い、教職員がＡ

さんの支えとなるよう支援しましょう。

(４) 学校と保護者との間で意思疎通等がう

まくいかず、トラブルになりそうなとき

には、早めに教育委員会に相談して連携
して対応することが大切です。

３ 参考
発達障害等の状態を示す児童生徒の中に
はいじめの対象となったり不適応を起こし
たりする場合がありますので、必要に応じ
て地域コーディネーター等の協力を求める
こともできます。また、学年会や校内委員
会等で教職員の共通理解を図り、早期に支
援するなど、日頃から、学校全体で人権教
育や特別支援教育を推進することが大変重
要です。
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演習②「いじめ対応Ⅱ」

ある学級のＡさんは、明るく素直な性格ですが、長時間じっとしていることが
できず、突然大声で発言することがよくあります。学級内には、Ｂ･Ｃ･Ｄさんな
ど仲の良い友達もおり、元気に登校していました。

ところが、最近Ａさんの元気がなく、今週には、仲が良いと思っていたＡさん
とＢ･Ｃ･Ｄさんとの言い争いが連続してありました。Ａさんから話を聞くと、イ
ライラしていたと言うのです。Ｂ･Ｃ･Ｄさんに聞くと、Ａさんがちょっとしたこ
とですぐ怒って文句を言ってくると言い、原因がどちらにあるのかわかりません。

ＡさんとＢ･Ｃ･Ｄさんの間にこれまでと違う雰囲気を感じます。

(１) 学級担任として、まず、どのようなことをしますか。

(２) 学校としてすぐにどのような対応をしますか。

対応項目 具 体 的 内 容

※ 事案内容が明確になった場合、解決に向けての対応は、演習①を参照しましょう。

「問題行動等対応マニュアル」を参照

(３) いじめの実態把握に向け、日常的に行う取組を３点記入しましょう

対 応 内 容

①

②

③
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演習②「いじめ対応Ⅱ」の実践例（Ｙ校の場合）

ある学級のＡさんは、明るく素直な性格ですが、長時間じっとしていることが
できず、突然大声で発言することがよくあります。学級内には、Ｂ･Ｃ･Ｄさんな
ど仲の良い友達もおり、元気に登校していました。

ところが、最近Ａさんの元気がなく、今週には、仲が良いと思っていたＡさん
とＢ･Ｃ･Ｄさんとの言い争いが連続してありました。Ａさんから話を聞くと、イ
ライラしていたと言うのです。Ｂ･Ｃ･Ｄさんに聞くと、Ａさんがちょっとしたこ
とですぐ怒って文句を言ってくると言い、原因がどちらにあるのかわかりません。

ＡさんとＢ･Ｃ･Ｄさんの間にこれまでと違う雰囲気を感じます。

(１) 学級担任として、まず、どのようなことをしますか。

○ 学年主任や生徒指導主任などに現状を報告し、相談する。

(２) 学校としてすぐにどのような対応をしますか。

対応項目 具 体 的 内 容

関係者会議① ○ 生徒指導主任、学年主任、教育相談担当、部活動顧問、担任
など関係者で状況を整理・共有し、人間関係のトラブルやいじ
めを想定した上で、対応策について話し合う。

Ａさんの保護者との連 ○ 担任が、Ａさんの保護者に、最近のＡさんの学校での様子に
携 ついて話し、家庭での様子や感じていることなどについて聴き

取る。 ※以降、Ａさんの保護者とは緊密に連携しながら取り組む

Ａさんからの聴き取り ○ Ａさんが落ち着いているときに、担任など信頼関係のある教
員が本人を守ることを約束し、共感的に理解しながら、友達と
の関係などについて聴き取る。

Ｂ･Ｃ･Ｄさんからの聴 ○ 異なる場所で、同時進行で個別に話を聴く。
き取り

関係者会議② ○ いじめの有無により、必要に応じて、管理職を交え、再度関
係者で、情報を集約・整理し、今後の対応策について話し合う。

※ 事案内容が明確になった場合、解決に向けての対応は、演習①を参照しましょう。

「問題行動等対応マニュアル」を参照

(３) いじめの実態把握に向け、日常的に行う取組を３点記入しましょう

対 応 内 容

① 児童生徒にしっかりと寄り添い、授業時間はもとより、休み時間や給食の時間、清
掃活動などを含め、日常の行動を注意深く観察する。

② アンケート調査（生活調査等）を実施するとともに、それをもとにした個別教育相
談により、直接児童生徒と面談する機会を設け、適切に支援する。

③ 保護者と緊密に情報連携を図る。
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演習③ ネット上のいじめ（40分）

① ネットによる加害者の特定が難しいいじめ事案への対応について、演習

を通して理解し、教職員の危機対応力を高めましょう。

② 保護者と連携して、被害児童生徒のプライバシーや人権を守りながら対

応することが大切であることを確認しましょう。

③ 再発防止に向けた、全校児童生徒への具体的な指導内容について、確認

しましょう。

ね

ら

い

１ 展開上のポイント

(１) 導入

ネット上のいじめは、加害者の特定が難

しく、被害者の不安感や孤立感がとても大

きいので、被害者の心のケアをしながら、

迅速に対応することを心がけましょう。

(２) 展開

○ Ａさんから相談を受けた担任は、「報

・連・相」と「事実確認」と「心のケア」

をキーワードに対応を考えましょう。

○ 学校での対応では解決が難しい場合に

は、早めに関係機関と連携して対応する

ようにしましょう。

○ (３)では、再発防止に向けて、日常的

に行う、具体的な取組を記入するよう指

示してください。

(３) 振り返り

ネット上のいじめの対応では、以下の点

が大切であることを確認しましょう。

・本人が、校内でも、さまざまないじめを

受けている可能性があるという視点をも

ち、学校全体で見守る体制を築くこと

・全校体制で、未然防止・再発防止に向け

た積極的な取組を行うこと

２ 留意点

(１) Ａさんから相談を受けた担任は、Ａさ

んの保護者との連携や学校全体で対応す

ることをＡさんに確認しましょう。

(２) Ａさんから聴き取りをする際は、書き

込みを知ったきっかけ、書き込みの回数、

心当たり、保護者への相談の有無、人間

関係で気になることなどについて確認し

ましょう。

(３) 掲示板などの書き込みを確認するとき

は、ＩＤ等が必要な場合もあるため、Ａ

さんやＡさんの保護者の協力を得ながら

行いましょう。また、本文の印刷や写真

撮影をした後に、掲示板管理者へ削除を

依頼しましょう。

(４) 事案によっては、早期に、子どもと親

のサポートセンターのネットアドバイザ

ーや、「学校と警察のネット問題連携対

応システム」により、少年安全サポータ

ーや各警察署の生活安全課と連携して対

応しましょう。

(５) 書き込みの内容に、激しい誹謗中傷が

見られるなど重篤な場合は、名誉毀損や

侮辱罪に当たることも想定され、保護者

から、警察への被害届の提出も考えられ

ます。

(６) 再発防止に向けた、具体的な取組につ

いては、以下を参考にしましょう。

○ 情報モラル教育

以下の「情報モラルに関する研修会」

(県教育庁高校教育課主管)等の活用。

・サイバーセキュリティ・カレッジ（県警本部）

・山口県ケータイ安全教室(ＮＴＴドコモ中国)

・山口県ケータイ教室(ＫＤＤＩ) 等

○ 体験活動等を通した人間関係づくり

ＡＦＰＹ等の活用による、学級や学年、

部活動等の人間関係づくりの推進。

○ 保護者への啓発や連携

フィルタリングの設定や家庭でのルー

ル作り等による適切な使用の呼びかけや

ＰＴＡとの共催による講習会の実施。

３ 参考

○ 家庭での携帯電話のルールの例

・ 食事中は利用しない

・ 学習中は利用しない

・ 深夜は利用しない

・ 他人を傷つけるような使い方をしない

・ ルールを破ったら使用を停止する 等

進行役用資料
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演習③「ネット上のいじめ」

今朝、学級のＡさんから、「コミュニティサイトの掲示板を見ていたら、そこに、

自分の悪口が書き込まれているのを見つけました。誰が書き込んだのか分からな

いし、どうすればいいでしょうか。」という相談が担任にありました。

（１）相談を受けてすぐに、担任としてどのようなことをしますか、３点答えてください。

①

②

③

（２）上記の後、すぐに、学校としてどのような対応をしますか。

対応項目 具 体 的 対 応

※必要に応じて、職員会議等を開催し、全教職員の共通理解と組織対応の確認等をする。

（３）再発防止に向けた、具体的な取組を３点答えてください。

対 応 内 容

①

②

③

問題行動等対応マニュアル」を参照
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演習③「ネット上のいじめ」の実践例（Ｚ校の場合）

今朝、学級のＡさんから、「コミュニティサイトの掲示板を見ていたら、そこに、

自分の悪口が書き込まれているのを見つけました。誰が書き込んだのか分からな

いし、どうすればいいでしょうか。」という相談が担任にありました。

（１）相談を受けてすぐに、担任としてどのようなことをしますか、３点答えてください。

① 生徒指導主任に報告、相談する。

② Ａさんからの聴き取りを行い、書き込みの事実を確認する。

③ 養護教諭や教育相談担当等と連携して、Ａさんの心のケアをする。

（２）上記の後、すぐに、学校としてどのような対応をしますか。

対応項目 具 体 的 内 容

管理職への報告・相談 ○ 担任とともに、生徒指導主任が管理職に、本事案の内容を報

告し、今後の対応について相談する。

Ａさんの保護者との ○ Ａさんの保護者に事実を伝え、Ａさんの家庭での様子や感じ

連携 ていることについて聴き取り、今後、Ａさんのプライバシーや

人権に十分配慮して対応していくことを伝える。

※以降、保護者とは緊密に連携しながら取り組む

関係者会議 ○ 管理職、生徒指導主任、学年主任、情報教育担当、担任など

関係者で状況を整理・共有し、対応策について話し合う。

関係機関との連携 ○ 必要に応じて、子どもと親のサポートセンターや各警察署、

法務局等の関係機関に相談する。

※必要に応じて、職員会議等を開催し、全教職員の共通理解と組織対応の確認等をする。

（３）再発防止に向けた、具体的な取組項目を３点答えてください。

対 応 項 目

① 情報モラル教育の実施

② 体験活動を通した人間関係づくりの実施

③ ネット・ケータイ問題に対する保護者への啓発と、連携を図った取組

「問題行動等対応マニュアル」を参照
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演習④ 対教師暴力（40分）

① 児童生徒が教師に対して暴力行為を行った場合の対応を、演習を通して

理解し、教職員の危機対応力を高めましょう。
ね
② 加害児童生徒に対しては、複数の教職員で対応し、落ち着かせるととも
ら
に、教職員の安全にも十分留意することを確認しましょう。

い
③ 日頃から児童生徒・保護者に寄り添い、信頼関係を築くよう心がけまし

ょう。

１ 展開上のポイント
（１） 導入

暴力行為が発生した場合には、周囲の

児童生徒や教職員の安全を第一に考える

とともに、「暴力は絶対に許されない」

ということを意識して取り組みましょう。

（２） 展開

○ 事案発生後、現場にいる教職員一人

で対応しようとせず、複数で安全に留

意しながら対応しましょう。

○ 対教師暴力への対応として、以下の

点が重要であることを確認しましょう。

・暴力行為の制止と児童生徒の興奮状

態の鎮静化

・負傷者への対応

・管理職等への報告

・関係者からの聴取

・保護者との連携

（３） 振り返り

○ 暴力行為発生直後の児童生徒への対

応の仕方や未然防止・再発防止の取組

等について確認しましょう。

２ 留意点

(１) 暴れ方が激しい場合は、複数の教職員

で、本人及び周囲の安全を確保しましょ

う。

(２) 負傷した場合は、必要に応じて救急車

の手配を行い、携帯電話を所持した教職

員が必ず付き添いましょう。また、管理

職へ状況を逐一報告するとともに、必要

に応じて「診断書」を書いてもらってお

きましょう。

(３) 「教職員に骨折等が認められ、医療機

関の受診が必要な場合」や「被害の程度

にかかわらず、日常的に教職員の指導に

従わず、胸ぐらをつかむ、ものを投げる、

殴る・蹴るなどの暴力行為が繰り返され

る場合」等、重大な事案では、警察と連

携した対応が必要です。教育委員会と対

応を協議しましょう。

【「学校から警察への連絡に関するガイドライン」参照】

(４) 加害児童生徒の保護者への対応は、担

任と管理職・生徒指導主任等の複数で行

い、保護者の心情を共感的に理解しなが

ら、今後の当該児童生徒への指導・支援

の在り方について協議しましょう。

(５) 状況次第では、保護者向け文書の作成

や緊急保護者会の開催、また報道機関へ

の対応が必要となることもあります。教

育委員会と連携して対応しましょう。

【問題行動等対応マニュアル「緊急保護者会の開催」「重

大事案発生時の報道機関への対応」参照】

(６) 未然防止・再発防止に向けた取組につ

いては、以下を参考にしましょう。

○ 教育活動全体を通して、心の教育の充

実と規範意識の醸成を図る。

○ 体験活動等を通した人間関係づくりの

実践。

○ 少年サポートセンターや少年安全サポ

ーター等との連携体制の強化。

３ 参考

（１）少年サポートセンターは以下の３箇所

にあります。

○ 下関警察署内（西部）

○ 警察本部少年課内（中部）

○ 岩国警察署内（東部）

（２）少年安全サポーターは、岩国、周南、

防府、山口、宇部、下関、萩を拠点に、

児童生徒の問題行動に対する指導・助言

等の活動を行っています。

進行役用資料
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演習④「対教師暴力」

あなたが教室で授業を行っていたところ、突然隣の教室の前の廊下から大きな声で口
論が聞こえてきました。あなたは何事かと思い廊下へ出てみると、隣の学級担任のＡ教
諭とその学級のＢさんがもみ合っていました。あなたが駆けつけようとしたその時、Ｂ
さんはＡ教諭の腹部に膝蹴りをしました。Ａ教諭はその場にうずくまり、苦しそうにし
ています。

（１）あなたはまずどのような対応をしますか、２点答えてください。

①

②

（２）その後、当日中に学校としてどのような対応をしますか。

対応項目 具 体 的 内 容

（３）翌日以降、学校としてどのような対応をしますか。

対 応 項 目

※「問題行動等対応マニュアル」を参照
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演習④「対教師暴力」の実践例（Ｘ校の場合）

あなたが教室で授業を行っていたところ、突然隣の教室の前の廊下から大きな声で口
論が聞こえてきました。あなたは何事かと思い廊下へ出てみると、隣の学級担任のＡ教
諭とその学級のＢさんがもみ合っていました。あなたが駆けつけようとしたその時、Ｂ
さんはＡ教諭の腹部に膝蹴りをしました。Ａ教諭はその場にうずくまり、苦しそうにし
ています。

（１）あなたはまずどのような対応をしますか、２点答えてください。

① 児童生徒に他の教職員を呼びに行くよう指示する。

② Ａ教諭の安全を確保するとともに、穏やかに声かけを行うなどしてＢさんを落ち
着かせる。

（２）その後、当日中に学校としてどのような対応をしますか。

対応項目 具 体 的 内 容

Ｂさんへの対応 ○ 複数の教職員で落ち着かせ、別の場所へ移動させる。

管理職等への報告 ○ 校長、教頭、生徒指導主任、学年主任へ事案の報告をする。

Ａ教諭の怪我の対応 ○ 養護教諭が応急処置し、経過を観察する。
○ 必要に応じて病院で受診する。

関係者等からの聴取 ○ 複数の教職員でＢさんから聴取を行う。
○ 管理職がＡ教諭から聴取を行う。
○ 現場にいた教職員や児童生徒から聴取を行う。

関係者会議 ○ 管理職、生徒指導主任、学年主任、担任等で行う。
・ 関係者からの聴取をまとめ、事実関係の整理をする。
・ 今後の対応方針や役割を確認する。

教育委員会への報告 ○ 必要に応じて集約した情報を報告する。

Ｂさんの保護者との ○ 事実確認ができた段階で電話で概要を説明し、来校の依頼
連携 または、家庭訪問をする。

○ 面会して、詳細に状況説明するとともに、今後の対応につ
いて協議をする。
※以降、Ｂさんの保護者とは緊密に連携しながら再発防止に向けての取り

組みを行う。

臨時職員会議 ○ 全教職員への周知と今後の対応方針や役割分担等の共通理
解を図る。

（３）翌日以降、学校としてどのような対応をしますか。

対 応 項 目

○ 再発防止に向けた全校体制での指導

○ 教職員と児童生徒の一層の信頼関係の構築

○ 少年安全サポーター等との連携の強化

「問題行動等対応マニュアル」を参照
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演習⑤ 児童虐待（40分）
※この項目は、児童生徒を「児童虐待防止法」の記載をふまえ、「児童」と表記しています

① 児童虐待は、「育児放棄（ネグレクト）」・「身体的虐待」・「心理的虐待」

・「性的虐待」の４つに分類されますが、ここでは「育児放棄（ネグレクト）」

ね や「身体的虐待」の疑いのある事案の初動対応について理解し、教職員の

ら 適切な対応力を高めましょう。

い ② 児童虐待は、児童の命や安全を第一に考え、児童にとって有害な行為か

どうかにより判断し、疑わしい場合には通告することを確認しましょう。

③ 虐待確認後は、全教職員が協働して児童のケアや保護者の支援に当たる

必要があります。

１ 展開上のポイント
(１) 導入

児童虐待は、保護者等から児童への一方

的な行為です。教職員は、児童の状況を日

々しっかりと把握し、命や安全を守るとい

うことを第一に対応を考えましょう。

(２) 展開

○ 虐待の疑いを感じたら、すぐに生徒指

導主任に相談することや校長に報告する

ことが重要であることを確認します。

○ 児童虐待の対応として、以下の点が必

要なことを確認します。

・市町の福祉担当部局または児童相談所

への通告

・教育委員会等との連携

・関係機関実施のケース会議への出席

・本人・保護者へのケアと支援

○ 児童の虐待が疑われる場合は、市町の

福祉担当部局や児童相談所への「通告」

が義務付けられていることを確認しまし

ょう。

(３) 振り返り

○ 児童虐待の対応では、以下の点が大切

であることを確認しましょう。

・児童をよく観察し、普段と違う様子が

ないかなどについて確認すること

・虐待が確認された場合は、継続的な支

援を行うこと

２ 留意点
(１) 新入生や転校生の場合は、前籍校（園）

から直接情報を入手することも考えなが

ら対応することが必要です。

(２) 保護者との信頼関係が崩れることを気

かけて、通告をためらうことのないよう

にしましょう。このため、管理職は児童

の命や安全を第一に考え対応するととも

に、家庭を継続的に支援していくという

姿勢で対応することが重要です。

(３) 通告は、各学校に既配付の山口県健康

福祉部発行『みんなでネットワーク』に

ある通告書様式を活用しましょう。

(４) 児童が命にかかわる状況にあるなど、

「いま危険がある」と判断した場合は、

ためらわずに、まず管内の警察に直接通

報することが重要です。

(５) 児童が学校で事情聴取されたことを保

護者に話すことにより、保護者が児童相

談所等からの指導を逃れるため、児童を

連れて行方をくらますことも考えられる

ため、児童を帰宅させるかどうか、児童

相談所等と連携して慎重に対応します。

(６) 市町の福祉担当部局や児童相談所は、

通告後、４８時間以内に児童の安全確認

を行うので、要請があれば協力します。

３ 参考
(１) 児童相談所は、原則として保護者の同

意を得て児童の一時保護を実施します

が、同意が得られない場合には、所長の

職務権限で保護を行うことがあります。

(２) 虐待を受けた児童が転校する場合は、

転校先としっかりと連携して、転校後に

再び虐待を受けるた場合に、早期に発見

できるように支援します。

(３) 虐待を受けた児童たちは、発育・発達

の遅れなどの身体症状や、情緒不安定、

感情抑制、強い攻撃性などの精神症状が

現れることがあります。このため、特別

な支援等を要することもあります。

県内学校の児童虐待通告件数について
平成２１年度山口県(通告件数：224件)

【224件の通告経路別の比率】 福祉事務所

学校等 家族 警察 その他
26％ 18％ 18％ 28％10％

進行役用資料
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演習⑤「児童虐待」

２年生の担任になったあなたは、Ａさんについて、１年時の担任から、「少しお
どおどしたところがある子で、動作がゆっくりしているところがある」と聞いて
いました。
年度当初の朝、内科検診のため、教室から保健室に引率して行く途中、あなた
は、Ａさんの上着や髪の毛が汚れているのに気づき、注意して観察していたとこ
ろ、上着を脱ぐと両上腕部に大きな打撲傷があることを見つけました。

(１) あなたは、すぐにどのような対応をしますか、３点答えてください。

①

②

③

(２) その後、当日中に学校としてどのような対応をしますか。

対応項目 具 体 的 内 容

(３) 虐待と確認された時、学校としてどのような対応をしますか。

対 応 項 目

※「問題行動等対応マニュアル」を参照
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演習⑤「児童虐待」の実践例(Ｙ校の場合)

２年生の担任になったあなたは、Ａさんについて、１年時の担任から、「少しお
どおどしたところがある子で、動作がゆっくりしているところがある」と聞いて
いました。
年度当初の朝、内科検診のため、教室から保健室に引率して行く途中、あなた
は、Ａさんの上着や髪の毛が汚れているのに気づき、注意して観察していたとこ
ろ、上着を脱ぐと両上腕部に大きな打撲傷があることを見つけました。

※この項目は、児童生徒を「児童虐待防止法」の記載をふまえ、「児童」と表記しています

(１) あなたは、すぐにどのような対応をしますか、３点答えてください。

① Ａさんの気持ちに配慮しながら、打撲傷について尋ねてみる。

② 学校医、養護教諭等と連携し、服装等、打撲傷以外の身体状況について確認する。

③ 生徒指導主任や学年主任にＡさんの状況を連絡するとともに、校長に報告する。

(２) その後、当日中に学校としてどのような対応をしますか。

対応項目 具 体 的 内 容

Ａさんからの聴き ○ Ａさんが話しやすい担任等の教員が、相談室等でＡさんから打撲
取り 傷や家庭生活の話を聞く。

関係者等の連携に ○ １年時の担任から、１年時の学校での様子や家庭の様子を聞く。
よる情報収集 ○ 学校医やＡさんが居住する地域の民生委員・児童委員とも情報を

共有する。

関係者会議 ○ 校長・教頭・生徒指導主任・学年主任・養護教諭・教育相談担当
を中心に、児童に関係している教員による詳細な情報の連携と整理
を行い、対応を協議する。
○ 単なる打撲傷ではない、適切な衣食住の世話等がなされていない
などが疑われる場合は通告することを協議する。

報告 ○ 校長は、児童虐待の通告を行うことを教育委員会に報告する。

通告 ○ 校長は、速やかに市町の福祉担当部局もしくは児童相談所に通告
する。

(３) 虐待と確認された時、学校としてどのような対応を行いますか。

対 応 項 目

臨時職員会議を開催し、情報の共有と今後の支援等についての協議

通告後の関係機関への連携・協力

市町の福祉担当部局や児童相談所が実施するケース会議への出席

虐待を受けた児童の見守りと心のケアや学習等の支援

必要に応じた保護者への精神的なサポート等の支援

※「問題行動等対応マニュアル」を参照

児童虐待防止法第６条 （児童虐待に係る通告）
児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置
する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務
所若しくは児童相談所に通告しなければならない。 (児童とは18歳未満の子ども)

056876
テキストボックス
P16




演習⑥ 自殺予告（40分）

① 自殺予告の手紙をいたずらと判断することなく、常に最悪の事態を想定

しながら、慎重に対応することを確認しましょう。

ね ② 児童生徒や保護者に事実を伝えるとともに、全教職員の組織的な対応や

ら 保護者との緊密な連携による見守りの強化など、的確な対応により児童生

い 徒の命を守っていくことを共通理解しましょう。

③ 自殺予告をきっかけに、校内の相談体制の一層の充実等を図り、児童生

徒と信頼関係を深め、学校全体に互いに思いやる気持ちが行き渡って、よ

りよい人間関係が確立できるように努めましょう。

１ 展開上のポイント
(１) 導入

予告を真摯に捉え、「命を守ること」を

最優先に、的確な対応に努めることを意識

して取組みましょう。

「誰が出したか」ではなく、自殺防止が

第一の目的であることを共通理解しましょ

う。

(２) 展開

○ 文字の特徴から、本人が特定できるこ

ともありますが、ここでは特定できなか

った場合の対応について考えてみましょ

う。

○ 自殺予告の対応として以下の点などを

確認します。

・教職員の緊急招集と情報共有

・教育委員会・警察等との連携

・全校児童生徒の見守りとハイリスクの

児童生徒の選び出しと支援

・保護者との緊密な連携 等

(３) 振り返り

○ 自殺予告への対応では、以下の点が大

切であることを確認しましょう。

・常に最悪の事態を想定しながら、慎重

に対応すること

・絶えず保護者と緊密に連携するととも

に、一人ひとりがかけがえのない存在

であることを、子どもたちに伝え続け

ること

２ 留意点
(１) 筆跡の鑑定をする場合は、全ての児童

生徒に可能性があると考えて、必ず全学

年を対象とし、慎重に対応しましょう。

(２) 児童生徒に伝える場合には、一般的に

命の大切さを訴えるより、「みんなが心

配だ」、「大事に思っている」、「見守っ

ている」ことなどを伝えることが効果が

あります。

(３) 校内の危険な場所の施錠等の再点検

や、自殺の可能性がなくなったと判断で

きるまで校内の巡回体制を強化・継続し

ていくことが重要です。

(４) 家庭で少しでも気になることがある時

は、必ず学校に連絡してもらうよう保護

者に伝えておくことが重要です。

(５) 気になる児童生徒については、朝の会

などで担任が表情や言動などに注意する

とともに、授業等で接する教員が常に観

察し、全教職員が情報を共有して、全校

体制で支援しましょう。

(６) 警察による指紋の採取等も考えられる

ため、手紙はできるだけ触れずに、ビニ

ール袋等に入れて保存しましょう。

３ 参考
○ 自殺未遂や自傷行為を経験した児童生徒

は、今後も、自殺に及ぶ可能性が高いと考

えて、見守りや相談体制を強化しましょう。

○ 特に、そのような児童生徒から相談を受

けた教職員は、児童生徒が自分を頼ってい

ると考えて

・叱責、助言、激励などを控え、相手の話

を最後までしっかり聴く。

・言葉に出してとても心配していることを

伝え、気持ちに寄り添っていく。

・危険だと判断したら、一人にしない。

・本人に伝えず、保護者と一緒に適切な助

言をＳＣや関係機関に求める。

等が重要です。

○ 子どもの自殺予防リーフレット(文部科学省)

(http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/

__csFiles/afieldfile/2009/04/13/1259190_12.pdf)

進行役用資料
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演習⑥「自殺予告」

昼前、校長宛に手書きの手紙が届きました。校長が開封したところ、「今の学級
が大嫌いです。死んだほうがましです。前の学級に戻してくれないなら、近いう
ちに自殺します」と自殺予告の内容等が記されていました。
校長は、すぐに教頭・生徒指導主任と全学年主任に、手紙を見せました。
手紙の消印は本市の郵便局であり、内容も本校のことが記載されており、本校
の生徒にほぼ間違いないと考えられます。

(１) 学校として、すぐにどのような対応をしますか、３点答えてください。

①

②

③

(２) その後、当日中に学校としてどのような対応をしますか。

対応項目 具 体 的 内 容

(３) 翌日以降、学校としてどのような対応をしますか。

対 応 項 目

※「問題行動等対応マニュアル」を参照
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演習⑥「自殺予告」の実践例(Ｚ校の場合）

昼前、校長宛に手書きの手紙が届きました。校長が開封したところ、「今の学級
が大嫌いです。死んだほうがましです。前の学級に戻してくれないなら、近いう
ちに自殺します」と自殺予告の内容等が記されていました。
校長は、すぐに教頭・生徒指導主任と全学年主任に、手紙を見せました。
手紙の消印は本市の郵便局であり、内容も本校のことが記載されており、本校
の生徒にほぼ間違いないと考えられます。

(１) 学校として、すぐにどのような対応をしますか、３点答えてください。

① 欠席者を含め全校児童生徒の安否確認を行う。

② 今後の対応について、関係者で協議する。

③ 教育委員会に速報し、支援を要請する。（教育委員会と連携のもと、警察に相談する。）

(２) その後、当日中に学校としてどのような対応をしますか。

対応項目 具 体 的 内 容

緊急職員会議 ○ 初動段階では、内容が漏れないように守秘義務を徹底した
上で、教職員に手紙の概要を伝える。
○ 今後の児童生徒や保護者対応について、共通理解を図る。
○ 児童生徒や保護者へ伝える内容を共通確認する。

投函の可能性のある児 ○ 投函した児童生徒の特定が目的でなく、自殺防止が目的で
童生徒等への対応 あることを共通理解した上で、学年別に以下の対応を行う。

・筆跡について詳細に調べる。
字体に特徴がないか調べ、同じような文字を書く者を選び出す。

・最近気になっている児童生徒について確認し、選び出す。
・これまで保護者から、児童生徒の自殺や悩み等、気になる
情報がなかったか確認する。

○ 校長は全校の状況を確認する。

児童生徒・保護者対応 ○ ＰＴＡ会長（副会長）に連絡する。
○ 全校集会等で児童生徒に事実を説明し、心配していること
などの思いを伝える。
○ 電話や文書で保護者への事実の説明と安全確認を要請する。
※ 自殺予告日が間近に迫っている場合には、全保護者に電話連絡

するとともに、連絡が取れない保護者や気になる子どもがいる家

庭には家庭訪問を実施

(３) 翌日以降、学校としてどのような対応をしますか。

対 応 項 目

毎日、朝の会で、全児童生徒の安否確認と気になる児童生徒の見守り

全校で悩みアンケートや個人面談等の実施

スクールカウンセラーや、警察など関係機関との連携

※「問題行動等対応マニュアル」を参照
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演習⑦ 交通重大事故（40分）

① 交通事故は、いつ発生するかわかりません。緊急の事態に即応できるよ

う、事故発生時の初動対応について理解し、教職員の危機対応力を高めま

ね しょう。

ら ② 事故にあった子ども・保護者の立場に立った対応が求められることを理

い 解しましょう。

③ 情報入手後、直ちに全校児童生徒のケアの計画立案や保護者への対応を

行うことが必要であり、学校な組織的に動きが重要であることを確認しま

しょう。

１ 展 開
(１) 導入

○ 交通事故は、ある日、突然発生します。

演習を通して、突発的な危機への的確な

対応について取組を考えましょう。

(２) 展開

○ 交通事故の対応として、以下の点が必

要であることを確認しましょう。

・教職員の緊急招集と役割分担

・現場確認（複数教職員を派遣）

・被害児童生徒保護者への連絡

・最新情報の継続的入手

・ＰＴＡ、教育委員会等との連携

・目撃児童生徒、友人等のケア

(３) 振り返り

○ 交通事故の対応では、直ちに管理職に

報告して組織で対応するとともに、死亡

や重体事案の場合には、保護者に寄り添

い、緊密に連携しながら対応することが

大切であることを確認しましょう。

２ 留意点
(１) 校長不在時の指示は教頭が対応します

が、校長・教頭不在時を想定しておくこ

とも大切です。

(２) 被害児童生徒の保護者に連絡する場合

は、未確認情報の場合は「誤った情報か

もしれませんので」など配慮した伝え方

が必要です。

(３) 保護者の病院までの移動方法を確認す

るとともに、状況に応じて病院に連れて

行くなどの配慮が必要です。

(４) 下校時の事故は、学校の管理下であり、

校長としての責任を自覚した言動をとる

ことが重要です。

(５) 報道には窓口を一本化（教頭）して対

応します。その際、警察の報道発表を確

認するなどして、問い合わせに応じる場

合は、学校から個人情報が伝わることの

ないように留意しましょう。

また、全教職員で、あらかじめ出せる

情報について確認しておきましょう。

(６) 重体等の場合は、家族、友人、事故の

目撃児童生徒等の対応を第一に考えると

ともに、学校全体で、組織的なケア体制

をとりましょう。また、管理職や関係教

員による保護者への継続的な寄り添いも

必要です。

３ 参 考
(１) 近年、本県では、中高校生の交通事故

のうち、６割程度が自転車での事故であ

るため、学校における自転車の安全運転

指導を徹底することが重要です。

さらに、自転車に乗った児童生徒が、

歩行者に衝突するなどの重大な加害事案

も発生しており、保護者に、自転車保険

について加入を促すことも必要です。

(２) 児童生徒が自転車で加害事故を起こし

た場合には、学校として、以下の点が大

切です。

・児童生徒、保護者とともに、すぐに被

害者を訪問し、謝罪する。

・事故状況を十分に把握し、記録する。

死亡事故の場合は、本人への追悼、遺族

への対応を第一に考え対応します。

具体的には、全校生徒と保護者への伝え

方、クラスでの喪の在り方、生徒の葬儀へ

の参列や献花等について検討することが必

要です。

進行役用資料
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演習⑦「交通重大事故」

放課後１７時頃、職員室にいたあなたは、市民の方から「○○学校の子ども
が○○1丁目の交差点で交通事故に遭い、救急車で病院に搬送されるのを見た」
との電話連絡を受けました。
「子どもは大変危険な状態にあるようだった」との話もされました。
職員室には数名の教員しかいません。どのように対応しますか。

(１) あなたはまずどのように対応をしますか、２点答えてください。

①

②

(２) その後、学校としてすぐにどのような対応しますか。

対応項目 具 体 的 対 応

(３) 初動対応後、取り組むべき対応項目を答えてください。

対 応 項 目
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演習⑦「交通重大事故」の実践例(Ｘ校の場合)

放課後１７時頃、職員室にいたあなたは、市民の方から「○○学校の子ども
が○○1丁目の交差点で交通事故に遭い、救急車で病院に搬送されるのを見た」
との電話連絡を受けました。

「子どもは大変危険な状態にあるようだった」との話もされました。
職員室には数名の教員しかいません。どのように対応しますか。

(１) あなたはまずどのように対応をしますか、２点答えてください。

① 職員室にいる教職員に知らせるとともに、直ちに校長に報告する。

② 手分けして校内にいる教職員を職員室に緊急招集する。
（校内放送を利用する場合は、緊急用の放送コメントで招集）

(２) その後、学校としてすぐにどのような対応しますか。

対応項目 具 体 的 対 応

情報入手 ○ 消防署・所轄警察署から情報を入手する。
○ 生徒指導主任や学年主任等が、現場と病院に分かれて、複数で急

行し、容体等についての情報を入手する。

保護者への連絡 ○ 担任は、被害児童生徒の保護者に連絡する。
※以降、保護者と緊密に連絡を取りながら対応する

教育委員会への ○ 教育委員会へ報告する。
連絡

緊急職員会議 ○ 情報の共有を図る。
○ 今後の対応について、共通理解を図る。

情報収集 ○ 一緒に下校していた友人や事故を目撃者した児童生徒の情報を収
集する。

被害児童生徒・ ○ 校長は、直ちに病院に出向き保護者等に面会し、必要に応じて謝
保護者への対応 罪を行うとともに被害児童生徒と保護者に寄り添う。

連携 ○ 教育委員会と連携して対応する。

(３) 初動対応後、取り組むべき対応項目を答えてください。

対 応 項 目

一緒に下校していた友人や仲のよい友人、目撃者等のハイリスク児童生徒の確認

養護教諭や教育相談担当によるハイリスク児童生徒を中心とした児童生徒のケア対策の
協議（スクールカウンセラー等との連携）

ＰＴＡ会長・副会長等に連絡

全校児童生徒や保護者等への連絡内容の協議
※連絡内容について被害児童生徒の保護者の承諾が必要

死亡事案では、緊急保護者会開催の対応を協議

報道への対応の準備

「学校における危機管理マニュアルの作成指針」を参照
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演習⑧ 不審者の侵入（40分）

① 校内で不審者を発見した場合の対応について、演習を通して理解し、教
職員の危機対応力を高めましょう。

ね
② 不審者へは、複数の教職員で対応すると同時に、警察とも連携しましょ
ら
う。

い
③ 緊急時の危機管理体制について、日頃から教職員間で共通理解を図り、
役割分担を明確にしておきましょう。

１ 展開上のポイント
（１） 導入

不審者が校内に侵入してきた場合には、

児童生徒や教職員の安全確保を第一に考

えた初動対応が重要であることを意識し

て、取り組みを考えましょう。

（２） 展開

○ 不審者に対しては、複数体制で間合

いを取りながら、落ち着いた対応をし

ましょう。

○ 不審者への対応として、以下の点が

重要であることを確認しましょう。

・用件の確認

・退去の勧告

・児童生徒の安全確保

・不審者の隔離

・警察への通報

・負傷者への対応

（３） 振り返り

○ 校内で不審者を発見した場合の初動

対応や、未然防止・再発防止に向けた

取組等について確認しましょう。

２ 留意点
（１）受付をせず校内に入ってきたり、玄関

以外から入ってきたりした者には、落ち

着いて声をかけ、危険と判断した場合は、

退去を求めましょう。

その際、複数の教職員で対応するよう

にしましょう。

（２）退去に応じない場合は、応接室などに

案内し、丁寧かつ冷静に対応して相手の

気持ちを落ち着かせるとともに、警察へ

も通報しましょう。

（３）不審者が凶器を持っている場合は、即

時警察に通報するとともに、安全に十分

気をつけた上で、防犯器具を活用して、

複数の教職員で間合いを取り、取り囲む

などして移動を阻止しましょう。

防犯器具には、刺股の他、モップ等の

掃除道具、消火器、机、椅子など、近く

にある物を活用しましょう。

（４）状況によっては、保護者同伴の下校体

制をとることも必要となります。保護者

等への緊急情報メール配信システムを活

用しましょう。

（５）未然防止・再発防止に向けた取組につ

いては、以下を参考にしましょう。

○ 来校者のチェック

・来校者には、受付で来校者名簿に必

要事項を必ず記入してもらい、名札

等を着用して校舎内に入ってもらう。

○ 校内巡視の励行

・必要に応じ、校内巡視を行う。

○ 防犯教室や避難訓練の実施

・防犯ブザーの活用法や不審者対応等

の防犯教室を実施する。

・不審者侵入時に備えた避難訓練等を

実施する。

○ 関係機関・地域等との連携

・不審者等の情報が入った場合は、警

察や教育委員会、スクールガード等

に連絡し、地域ぐるみで未然防止に

努める。

３ 参考
○ 刺股等防犯器具使用の留意点

・刺股等防犯器具の不審者への使用は、

制圧が目的ではなく、警察が到着する

まで時間を引き延ばすことが目的です。

・刺股等の防犯器具の活用については、

十分な技能習得が必要となるので、研

修を通して、使い方を学びましょう。

・基本的な隊形や技術については、「学

校における危機管理マニュアルの作成

指針」の資料７を参考にしましょう。

進行役用資料
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演習⑧「不審者の侵入」

あなたは授業に行くため、職員室を出て１階の廊下を歩いていたところ、前方から男

がひとりでこちらに向かって歩いてきました。男は、何も手にしていませんが、土足の

まま廊下を歩いていました。

あなたに気付くと向きを変え、急ぎ足で２階へ上がって行きました。

（１）あなたはまずどのような対応をしますか、２点答えてください。

①

②

（２）その後、学校としてどのような対応をしますか。

対応項目 具 体 的 内 容

（３）不審者が逃走した場合、学校としてどのような対応をしますか。

対 応 項 目

※「学校における危機管理マニュアルの作成指針」を参照
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演習⑧「不審者の侵入」の実践例（Ｙ校の場合）

あなたは授業に行くため、職員室を出て１階の廊下を歩いていたところ、前方から男

がひとりでこちらに向かって歩いてきました。男は、何も手にしていませんが、土足の

まま廊下を歩いていました。

あなたに気付くと向きを変え、急ぎ足で２階へ上がって行きました。

（１）あなたはまずどのような対応をしますか、２点答えてください。

① 男を追いかけ、間合いを取り声をかける。

「こんにちは。何かご用ですか。」「すみませんが受付までお願いします。」

② できる限り早く、近くの教職員に不審者の侵入を伝える。

（２）その後、学校としてどのような対応をしますか。

対応項目 具 体 的 内 容

不審者への対応 ○ 複数体制で移動を阻止すると同時に、警察に通報する。

○ 指示に従う場合は、別室に隔離する。

○ 状況に応じて、刺股等で防御するとともに、隔離する。

児童生徒の安全確保 ○ 緊急用コメントの放送により、全体へ避難等の指示を出す。

○ 担任等が安全な場所へ児童生徒を避難させる。

負傷者への対応 ○ 負傷者が出た場合には、応急手当を行う。

○ 状況に応じて、救急車を手配する。

教育委員会への報告 ○ 教育委員会に状況を報告する。

（３）不審者が逃走した場合、学校としてどのような対応をしますか。

対 応 項 目

保護者への緊急連絡

警察やスクールガード等と連携した、登下校時のパトロールや見守り体制の強化

保護者同伴の登下校の実施

必要に応じて児童生徒の心のケアの実施（スクールカウンセラー等との連携）

※「学校における危機管理マニュアルの作成指針」を参照
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演習⑨ 爆破予告の脅迫電話（40分）

① 嫌がらせやいたずらの可能性が十分に考えられる場合であっても、最悪

の事態を想定し、人命を最優先にして取り組みましょう。

ね ② 教育委員会や警察等の関係機関と連携した迅速・的確な対応が必要であ

ら ることを確認しましょう。

い ③ 学校危機の発生後は、管理職を中心に、全教職員が協働して対応に当た

りましょう。

１ 展開上のポイント

(１) 導入

ある日、一本の電話から突然発生する

学校危機に対して、児童生徒と教職員の

安全確保のために、初動体制の重要性を

確認しましょう。

(２) 展開

○ 嫌がらせやいたずらと判断することな

く、爆発が起きる可能性があることを想

定しましょう。

○ 警察等、関係機関との緊密な連携につ

いて考えましょう。

○ 危険物が発見されなかった場合でも以

後の安全確保について慎重に考えましょ

う。

(３) 振り返り

○ 児童生徒と教職員の安全確保を最優先

にした学校の安全管理体制について確認

しましょう。

２ 留意点

(１) 児童生徒とともに教職員も校内点検等

することなく、校舎外の安全な場所に退

去しましょう。

(２) 教職員は、避難している児童生徒の気

持ちを落ち着かせ、冷静に行動するよう

指導することが重要です。

(３) 警察が到着したら、その指示に従いま

しょう。また、警察の捜索等に協力する

ため、あらかじめ校内配置図を用意して

おきましょう。

(４) ショックを受けたり、学校生活に不安

を持つ児童生徒に対しては、スクールカ

ウンセラー等と連携した心のケアを行い

ましょう。

(５) 避難後、児童生徒を帰宅させる場合は、

その後の日程等について連絡する方法な

どについても確認しておきましょう。

(６) 警察の校地内捜索の結果、爆発物が発

見されなかった場合は、次の点に留意す

ることが必要です。

・警察と協議し、警察の指示に従うなど、

安全を第一に考えた対応をとる。

・状況に応じて、運動会の日程等の変更

も検討し、翌日以降の児童生徒の安全

確保に万全の体制をとる。

・不安を訴える児童生徒には、心のケア

を行うとともに、保護者にも伝えて、

連携して対応する。

・犯人が特定されない場合は、当分の間、

校内巡視の強化や校舎の施錠等を徹底

するとともに、警察にパトロールを依

頼するなどして緊密に連携する。

(７) ＰＴＡ役員と連携して、必要に応じて

緊急保護者会を開催する。

３ 参考

(１) 様々な想定に基づいた避難訓練等を通

して、日頃から児童生徒の緊急避難が迅

速に行われるようにしておくことが大切

です。

(２) 緊急時に連絡する警察署や消防署、医

療機関、関係諸機関の電話番号や所在地

を職員室、保健室、事務室等の見やすい

位置に掲示しておくことが必要です。

進行役用資料
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演習⑨「爆破予告の脅迫電話」

運動会前日の午前１１時に電話があり、あなたが電話に出たところ、若い男の

声で「明日の運動会を中止させるために、校舎内に爆発物を仕掛けた。このあと

１２時に爆発する。」と告げられました。

あなたは、爆発物を仕掛けた場所などを聞き取ろうとしましたが、相手はそれ

以上詳しいことは言わず、すぐに電話は切れました。

(１)あなたはまずどのような対応をしますか、２点答えてください。

①

②

(２)その後、すぐに、学校としてどのような対応をしますか。

対応項目 具 体 的 内 容

(３)危険物が発見されなかった場合、学校としてどのような対応をしますか。

対 応 項 目
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演習⑨「爆破予告の脅迫電話」の実践例（Ｚ校の場合）

運動会前日の午前１１時に電話があり、あなたが電話に出たところ、若い男の

声で「明日の運動会を中止させるために、校舎内に爆発物を仕掛けた。このあと

１２時に爆発する。」と告げられました。

あなたは、爆発物を仕掛けた場所などを聞き取ろうとしましたが、相手はそれ

以上詳しいことは言わず、すぐに電話は切れました。

(１)あなたはまずどのような対応をしますか、２点答えてください。

① 管理職に電話の内容を伝える。

② 電話をしてきた相手の特徴（性別、年齢、声、電話の背後に聞こえる声等）や発信

番号等をメモする。

(２)その後、すぐに、学校としてどのような対応をしますか。

対応項目 具 体 的 内 容

関係機関への連絡 ○ 警察に通報する。

○ 教育委員会に連絡する。

教職員の緊急招集 ○ 教職員を緊急招集して、事案の内容や今後の対応について共

通理解を図る。

児童生徒等の緊急避難 ○ 児童生徒を動揺させないように留意しながら、グラウンド等

の安全な場所に避難誘導する。

○ 校舎内に、児童生徒が残っていないか確認するために、避難

後、直ちに点呼を行う。

○ 全教職員の安全確認を行う。

○ 児童生徒に事情を説明する。

警察との連携 ○ 警察の到着後、警察の指示に従う。

(３)危険物が発見されなかった場合、学校としてどのような対応をしますか。

対 応 項 目

教育委員会と連携した、状況に応じての児童生徒の速やかな下校

家庭への電話等による事案概要等の連絡

警察への学校周辺の巡回警備の要請

校舎や校地出入り口の施錠確認の徹底

心に不安がある児童生徒へのスクールカウンセラー等と連携した心のケア

翌朝など、警察と連携した不審物の校内点検
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演習⑩ 部活動中の事故

① 部活動中に発生した熱中症を題材とした演習を通して、傷病発生時の初
動対応、その後の組織対応、保護者との連携等について考え、教職員の危

ね 機対応力を高めましょう。
ら ② 熱中症は、環境・運動内容・体調等の要因が関連して発生するため、諸
い 要因を考慮した指導が必要であることや、回復後も容態が急変することが
あるため、経過観察や家庭への連絡が必要なことを確認しましょう。
③ 熱中症の中でも、熱射病は緊急な対応を要する重症であるため、適切な
応急手当と、救急車による病院への搬送が必要であり、緊急時の対応につ
いて、全教職員が協働して対応にあたる必要があることを学びましょう。

１ 展開上のポイント
(１) 導入

熱中症とは、熱環境によって生じる障害

の総称です。重症である熱射病を起こすと、

高体温から多臓器不全を併発し、死亡に至

る場合もあります。また、軽症である熱け

いれんや、熱疲労においても、適切な対応

がなされなければ、重篤化する場合もあり

ます。応急措置等を正しく理解し、学校管

理下での熱中症事故を予防しましょう。

(２) 展開

○ 傷病発生時には、素速い対応が求めら

れることを念頭に異状発生直後の対応を

考えましょう。

○ 軽症で経過観察をする事例と、重症で

救急搬送が必要な場合に分けて、対応を

考えましょう。

(３) 振り返り

○ 熱中症の対応では、以下のことが大切

であること確認しましょう。

・体温上昇や意識障害等の熱射病の兆候

や、回復の遅れがあれば、躊躇せず救

急車を要請すること

・管理職に報告し、組織で対応するとと

もに、保護者との連携にも努めること

○ 訓練の場における実践的な検証も必要

であることを確認しましょう。

２ 留意点
(１) 緊急対応の可能性もあるため、管理職

へすぐに報告するとともに、職員へ応援

を要請し、組織で対応しましょう

(２) 養護教諭による手当が望ましいです

が、熱中症の症状や応急措置は教職員全

員が理解しておく必要があります。

(３) 応答が鈍い、言動がおかしいなど少し

でも意識障害がある場合には、重症の熱

射病を疑って対処する必要があります。

(４) 熱射病の疑いがある場合、積極的に体

を冷やします。氷やアイスパックがあれ

ば、頸部、脇の下、足の付け根などの大

きな血管を冷やすのも効果的です。

(５) 熱けいれんや熱疲労が見られる場合

は、食塩水やスポーツドリンク等で水分

等を補給します。

(６) 応急措置で回復がみられるなど、軽症

の際も、急変の可能性を考慮し、保護者

に経過を説明し、迎えを依頼するととも

に、できるだけ病院等へ受診してもらう

ようにしましょう。

３ 参考
(１) 熱中症事故防止として以下のような対

策を徹底することが大切です。

・休憩場所としてテント等を設置する。

・こまめに水分や塩分を補給する。

・軽装と屋外での帽子着用に留意する。

・個人差や体調により、暑さへの耐性が

違うことを踏まえ、健康観察を行う。

(２） ＡＥＤの設置場所と基本的な使い方を

全教職員で共通理解しておきましょう。

(３) 判例によると、「教員には、学校での

教育活動と、これに密接に関連する校内

外での生活の安全確保に配慮すること

や、事故発生時に被害拡大等を阻止する

安全配慮義務がある」とされています。

このため、部活動実施の際には、顧問

の監督が必要です。

<参考文献>

熱中症を予防しよう-知って防ごう熱中症-

(文部科学省・日本スポーツ振興センター)

平成15年6月30日発行

<参考文献>

～けがや病気の応急手当～

総務省消防庁Web頁「応急処置マニュアル」

http://www.fdma.go.jp/html/life/#manual

進行役用資料
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演習⑩「部活動中の事故」

(１) あなたはまずどのような対応をしますか、２点答えてください。

①

②

(２Ａ)その後、当日中にあなたはどのような対応をしますか２点あげてください。

対応項目 具 体 的 内 容

(２Ｂ)救急車の要請後、学校としてどのように対応をしますか。

対応項目

「学校における危機管理マニュアルの作成指針」を参照

前日からの雨も午前中に上がり、晴れ間の見えた1学期期末テスト最終日、あなた
が顧問を務める陸上部は10日ぶりに練習を行いました。
基礎練習として10分間のランニングと150ｍの快調走3本、50ｍのダッシュ5本を終
えたところで、１年生のＡさんが気分が悪いと申し出ました。症状を確認したとこ
ろ、言動ははっきりしていますが、全身の脱力感とめまいを訴えています。

【症状Ａ】駆けつけた養護教諭とともに、日陰で休ませながら水分補給等を行った
ところ、Ａさんは回復しました。Ａさんは練習への復帰を希望しましたが、無理
をさせず、見学とし、その日の練習は少し早めに切り上げました。

【症状Ｂ】駆けつけた養護教諭とともに、日陰で休ませながら水分補給等を行いま
したが、脱力感やめまいは回復せず、さらに、Ａさんの言動に不自然な点が見ら
れるようになってきたため、救急車を要請することとなりました。
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演習⑩「部活動中の事故」の実践例（Ｘ校の場合）

(１) あなたはまずどのような対応をしますか、２点答えてください。

① Ａさんを涼しい場所に運び、衣服を緩めて寝かせる。

容態に併せ、水分補給や体を冷やすなどの必要な応急処置を施す。

② 職員室へ養護教諭等の応援を要請するとともに、管理職等へ事故の報告する。

(２Ａ)その後、当日中にあなたはどのような対応をしますか２点あげてください。

対応項目 具 体 的 内 容

保護者への連絡と受診 ○保護者に、熱中症は回復後も急変の可能性があることを伝え、

の勧め 迎えを依頼するとともに、必要に応じ受診することを勧める。

管理職等へ対応の報告 ○生徒の容態の変化とその後の対応、保護者への連絡等について

報告する。

(２Ｂ)救急車の要請後、学校としてどのように対応をしますか。

対応項目

救急車が到着するまで、養護教諭等が体を冷やすなどの応急処置を継続

担任等が現状と今後の対応について保護者へ連絡

顧問等が救急車に同乗し状況説明

管理職が搬送先に急行し、保護者へ説明と謝罪等を行う

副顧問等で残っている部員のケアを実施

「学校における危機管理マニュアルの作成指針」を参照

前日からの雨も午前中に上がり、晴れ間の見えた1学期期末テスト最終日、あなた
が顧問を務める陸上部は10日ぶりに練習を行いました。
基礎練習として10分間のランニングと150ｍの快調走3本、50ｍのダッシュ5本を終
えたところで、１年生のＡさんが気分が悪いと申し出ました。症状を確認したとこ
ろ、言動ははっきりしていますが、全身の脱力感とめまいを訴えています。

【症状Ａ】駆けつけた養護教諭とともに、日陰で休ませながら水分補給等を行った
ところ、Ａさんは回復しました。Ａさんは練習への復帰を希望しましたが、無理
をさせず、見学とし、その日の練習は少し早めに切り上げました。

【症状Ｂ】駆けつけた養護教諭とともに、日陰で休ませながら水分補給等を行いま
したが、脱力感やめまいは回復せず、さらに、Ａさんの言動に不自然な点が見ら
れるようになってきたため、救急車を要請することとなりました。
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演習⑪ 風水害・土砂災害への対応

① 台風の影響による集中豪雨を題材とした演習を通して、風水害・土砂災
害の危険性が高まった時の児童生徒の安全確保について考え、教職員の危

ね 機対応力を高めましょう。
ら ② 情報収集に基づく判断により、下校措置等の対応を取り、児童生徒の安
い 全を確保する際の留意点について確認しましょう。
③ 危険箇所の把握や防災教育の充実、携帯メールを活用した緊急連絡シス
テム等の構築など、事前の対応策が大切であることを確認しましょう。

１ 展開上のポイント
(１) 導入
本県には土砂災害の危険箇所が多く、梅
雨前線の停滞に伴う大規模災害や台風等に
よる風水害も過去に発生しています。風水
害・土砂災害への対応について、十分に検
討しておきましょう。
(２) 展開
○ 風水害・土砂災害は情報の収集により
減災することが可能です。「山口県土木
防災情報システム」を活用した正確な情
報の入手方法について確認しましょう。
○ 対応を協議する際には、対応マニュア
ルを整備しておくことで、迅速な対応が
可能となることを確認しましょう。
○ 児童生徒を下校させる場合、気象状況
や通学路の状況、児童生徒の帰宅後の安
全を考慮した上で、下校のタイミングを
判断します。早めの下校を心がけますが、
危険な状況下での下校は絶対にさせず、
必要に応じ、保護者に迎えを依頼するこ
とや留守家庭においては、学校で保護す
ることなどの配慮が必要であることを確
認しましょう。

(３) 振り返り
○ 風水害・土砂災害の対応では、以下の
点が大切であることを確認しましょう。
・正確な気象情報を入手すること
・緊急協議で迅速な対応を図ること
・下校措置等で安全を確保すること
・事前に必要な備えをしておくこと

２ 留意点
(１) 「山口県防災情報メール」や市町防災
メール等へ登録するなど、情報を早く入
手する体制を整えることが大切です。

(２) 「土砂災害警戒情報」や「記録的短時
間大雨情報」が発令され、安全な下校が
困難と判断される場合は学校待機とし、
状況により、安全な階に避難します。

(３) 「台風接近」や「暴風警報」・「竜巻
注意情報」の発令時は下校の措置をとり、
小・中学校では教職員が危険箇所での指
導等を行います。また、安全な下校が困

難と判断される場合は学校待機とし、天
候により、保護者に連絡し、迎えを依頼
します。

(４) 各市町作成の「ハザードマップ」や県
が示している「土砂災害危険箇所」、地
域の過去の災害被害等を確認し、「安全
マップ」の充実を図ることが大切です。

(５) 「安全マップ」を児童生徒・保護者に
周知するとともに、「学校安全計画」に
基づき、KYT学習等を活用した防災教育
を実施することで、児童生徒の危険予測
・回避能力を高め、通学路での安全を確
保することが大切です。

(６) 児童生徒の在宅時や、登校時間帯、休
業日など、どのような状況においても、
迅速に情報を伝えることができるよう、
学級別・地区別・部活動別など、各種の
連絡網を保護者の同意を得て作成し、周
知しておくことが必要です。また、携帯
メールを活用した連絡システムは、多く
の保護者や児童生徒へ瞬時に情報を伝え
ることができるため、緊急時の対応では
大変有効です。

３ 参考
(１) 天候の急変により、登校時間帯に危険
な状況が予測される場合、安全を第１に
考えた迅速な判断により、自宅待機や休
校の措置を決定し、保護者や児童生徒に
周知することが大切です。また、登校直
前に天候が急変するなど、児童生徒や保
護者が危険と判断した場合には自宅で待
機し、学校に連絡して、天候回復後、安
全に留意して登校することなどを周知し
ておきましょう

(２) 休校や下校の判断をする際は、教育委
員会や同一校区内の小・中学校間での情
報連携に努めましょう。

(３) 災害発生時は、児童生徒の安否確認が
急務です。さらに、家族・住居の被災状
況等についても早急に確認し、教育委員
会との連携により、適切なケア対策を講
じることが必要です。

進行役用資料
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演習⑪「風水害」

(１) 学校が即時に取るべき対応を確認しましょう

①

②

(２)児童生徒の下校措置をとる場合の留意点を確認しましょう。

対応項目 具 体 的 内 容

(３)風水害・土砂災害への学校の備えとして、どのような事前の対応策が必要ですか。

具体的な事前の対応策

※１「土砂災害警戒情報」とは

大雨による土砂災害発生の危険性が高まった時、市町が避難勧告等を発令する際の判断や

住民の自主避難の参考となるよう、山口県と下関地方気象台が共同で発表する防災情報

※２「山口県土木防災情報システム」とは

県内の防災情報を集約して掲載したＷｅｂ頁（気象庁・砂防課・河川課・港湾課の情報）

※３「土砂災害降雨危険度」とは

地域の詳細な土砂災害発生危険度を以下に示す４段階で情報提供するもの。

レベル１ 今後の雨量に注意 気象や雨量の情報収集の開始

レベル２ 避難準備開始の目安 災害時要援護者（幼・特別支援）などは避難開始

レベル３ 避難開始の目安 土砂災害が集中的に発生する危険が高まっている

レベル４ 土砂災害発生のおそれ 土砂災害が集中的に発生するおそれ

「学校における危機管理マニュアルの作成指針」を参照

「山口県土木防災情報システム※２」等の確認で、学校付近の「土砂災害降雨危険
度※３」はレベル２だが、近隣ではレベル３に達している箇所もあること、台風の接
近で、今後、風雨共に強まる見込みであることがわかりました。これらを踏まえ、
管理職等で対応を検討した結果、児童生徒を早期に下校させることとなりました。

梅雨前線の停滞で数日前から断続的に雨が降り続いていましたが、九州南部に接
近した台風の影響で、正午をすぎて急速に雨足が強まりました。そのような中、午
後１時に県内全市町に対して大雨・洪水警報が発表され、併せて隣接するＢ市に「土
砂災害警戒情報※１」が発表されました。
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演習⑪「風水害」の実践例（Ｙ校の場合）

(１) 学校が即時に取るべき対応を確認しましょう

① 山口県土木防災情報システム等による正確な気象情報の入手

② 管理職等の緊急協議による対応の検討

(２)児童生徒の下校措置をとる場合の留意点を確認しましょう。

対応項目 具 体 的 内 容

通学路の安全確認 ○教職員により通学路等の安全を確認する。

安全指導 ○予測される危険と身を守る方法について注意喚起する。

保護者への連絡 ○下校措置について、緊急連絡網やメール等で連絡する。

○翌日の日程等について保護者へ文書等で周知する。

帰宅確認 ○必要に応じ、担任等が帰宅確認をする。

(３)風水害・土砂災害への学校の備えとして、どのような事前の対応策が必要ですか。

具体的な事前の対応策

ハザードマップや危険箇所の調査等による安全マップの充実と児童生徒・保護者への周知

市町防災メール等の活用による情報の早期入手体制の構築

学校安全計画に基づく防災教育の実施による児童生徒の危険予測・回避能力の育成

携帯メールを活用した緊急連絡システムや学校Web頁の緊急通信欄等の整備

※１「土砂災害警戒情報」とは

大雨による土砂災害発生の危険性が高まった時、市町が避難勧告等を発令する際の判断や

住民の自主避難の参考となるよう、山口県と下関地方気象台が共同で発表する防災情報

※２「山口県土木防災情報システム」とは

県内の防災情報を集約して掲載したWeb頁（気象庁・砂防課・河川課・港湾課の情報）

※３「土砂災害降雨危険度」とは

地域の詳細な土砂災害発生危険度を以下に示す４段階で情報提供するもの。

レベル１ 今後の雨量に注意 気象や雨量の情報収集の開始

レベル２ 避難準備開始の目安 災害時要援護者（幼・特別支援）などは避難開始

レベル３ 避難開始の目安 土砂災害が集中的に発生する危険が高まっている

レベル４ 土砂災害発生のおそれ 土砂災害が集中的に発生するおそれ

「学校における危機管理マニュアルの作成指針」を参照

「山口県土木防災情報システム※２」等の確認で、学校付近の「土砂災害降雨危険
度※３」はレベル２だが、近隣ではレベル３に達している箇所もあること、台風の接
近で、今後、風雨共に強まる見込みであることがわかりました。これらを踏まえ、
管理職等で対応を検討した結果、児童生徒を早期に下校させることとなりました。

梅雨前線の停滞で数日前から断続的に雨が降り続いていましたが、九州南部に接
近した台風の影響で、正午をすぎて急速に雨が強まりました。そのような中、午後
１時に県内全市町に対して大雨・洪水警報が発表され、併せて隣接するＢ市に「土
砂災害警戒情報※１」が発表されました。
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演習⑫ 地震対応

① 授業中に発生した大規模な地震を題材とした演習を通して、地震発生直
後の安全確保や避難行動、避難後の安全確認や保護者への連絡・下校等の

ね 対応について考え、教職員の危機対応力を高めましょう。
ら ② 災害発生時には、教職員による明確な指示によって、児童生徒の安全確
い 保に努めることが大切であることを学びましょう。
③ 事案発生直後は、情報が錯綜するため、情報の一元化とともに，トップ
ダウンを基本に全教職員が協働して危機に立ち向かうことが大切であるこ
とを確認しましょう。

１ 展開上のポイント
(１) 導入
東南海・南海地震の３０年以内の発生確
率は６０％を超えており、発生時には県内
においても、震度６弱の揺れが想定されて
います。また、県内の各地に活断層が確認
されていることから、地震発生時の初動対
応について確認をしておきましょう。
(２) 展開
○ 「人命尊重」「安全第一」をキーワー
ドに場面毎の対応を考えましょう。
・地震発生直後の安全確保
・避難指示、避難行動
・避難後の安全確認や負傷者の救護
・保護者への連絡や下校対応
○ 訓練の場における実践的な検証が必要
であることを確認しましょう。

(３) 振り返り
○ 地震への対応では、以下のことが大切
であることを確認しましょう。
・教職員が明確な指示をすること
・児童生徒の安全確保を最優先すること
・情報を一元化すること

２ 留意点
(１) 教職員が沈着冷静な行動をとるととも
に、児童生徒へ明確な指示や動揺を静め
る声かけ等を行うことが大切です。

(２) 揺れが収まったら、負傷者の有無につ
いて確認し、避難の際、援助を要する者
の避難方法について判断します。

(３) 土砂災害や津波、火災の発生等、立地
状況や予測される災害を考慮し、予め、
複数の避難場所を決めておき、状況に応
じ児童生徒を安全な場所へ誘導します。

(４) 緊急放送を確認後、避難経路と避難時
の留意点について児童生徒に明確に指示
をした後、避難行動を開始します。

(５) 避難は教職員が先導しますが、隣接し
た学級と連携して避難し、集団の前後に
教職員を配置するようにします。

(６) 避難後の安全確認では児童生徒の掌握

を第一に考えます。学級担任からの報告
は校長等に一元化し、必要に応じ、救急
車の手配をするなど、適切に対応します。

(７) 救急車の手配が不可能な場合も想定さ
れるため、自力で搬送可能な近隣病院の
把握をしておくことも必要です。

(８) 下校の可否は、児童生徒の負傷等の状
況や施設設備の被災状況、地域の被害状
況等を元に判断します。その際、教育委
員会と情報連携することが大切です。

(９) 津波情報等により、二次避難場所への
移動が必要となる場合もあります。二次
避難場所への移動方法等については事前
に検討しておく必要があります。

３ 参考
(１) 減災のためには、以下のような日常の
備えが大切です。
○ 地震対応マニュアルの整備と周知
○ 初期対応の周知と対応訓練の実施
○ 重量物の固定等施設設備の安全点検
○ 災害後の保護者連絡のための環境調査
表等、緊急時持出品の準備

(２) 登下校等、校外での被災に備え、KYT
の活用等により、児童生徒の危険回避能
力を高めておくことも重要です。

(３) 休日等に地震が発生した場合も初期対
応が迅速におこなえるよう、職員の参集
体制を確認しておく必要があります。

沿岸部及び標高の低い地域では以下の対応等が必要です。

○ 避難場所として、高台等の安全な場所を予め設定※１

○ 地震発生後の情報入手体制の強化 ※２

○ 防災教育の充実による危機対応力の強化 ※３

※１ 近くに高台がない場合、できるだけ校舎の高い階

に避難することも検討しておく。

※２ 災害時は停電等も想定されるため、ラジオ等を準

備するなど、情報入手方法を複数準備しておく。

※３ 登下校時・休業日等の被害防止のため、地震発生

時の基本的な対処法を指導しておく必要がある。

地震に伴う津波への対応について

進行役用資料
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演習⑫「地震対応」（Ｚ校の場合）

(１) 地震発生直後、教室内の児童生徒へどのような指示をしますか。２点答えてください。

①

②

(２) 児童生徒へ避難指示をする際の留意点を２点答えてください。

①

②

(３) グラウンドに避難後、学校としてどのような対応をしますか。
（家庭科室の火災は119番通報され、消防の活動により早期に鎮火しました。）

対応項目 具 体 的 内 容

(４) 保護者へ児童生徒を引き渡す際の留意点を答えてください。

留 意 点

地震に伴う津波・火災等への対応については「学校における危機管理マニュアルの作成指針」を参照

あなたが教室で３時間目の授業をしていると、突然、大きな揺れを感じました。

揺れが収まったため、負傷者の有無と室内の異変を確認すると、負傷者はいませ
んが、教卓の花瓶が落下したほか、数枚の窓ガラスにヒビも入っています。しかし、
校舎そのものの大きな被害はないようです。このような中、「家庭科室で火災が発生。
西階段を避けてグラウンドに避難せよ」との校内放送がありました。

安全確認により、擦過傷の軽傷者が２人いましたが、応急手当により治療を終え
ました。その後、教育委員会からの情報や学校周辺の確認により、市内には甚大な
被害がないことが確認されました。しかし、火災が発生したことや、施設設備の安
全確認の必要性、今後も余震の可能性があることなどを総合的に判断し、授業は行
わず、保護者への児童生徒の引き渡しを行うことになりました。
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演習⑫「地震対応」の実践例（Ｚ校の場合）

(１) 地震発生直後、教室内の児童生徒へどのような指示をしますか。２点答えてください。

① 机の下にもぐり、両手で机の脚を対角線の位置でしっかりつかみ、頭を机の外に出さない。

② 揺れが収まっても、許可をするまで立ち歩かない

(２) 児童生徒へ避難指示をする際の留意点を２点答えてください。

① 教員の誘導で上履きのまま避難する

② 避難中は、押さない・走らない・しゃべらない・戻らない

(３) グラウンドに避難後、学校としてどのような対応をしますか。
（家庭科室の火災は119番通報され、消防の活動により早期に鎮火しました。）

対応項目 具 体 的 内 容

人員確認・安全確認 ○児童生徒の人員確認・安全確認を行い、結果を集約
・救護 ○負傷者がいれば、応急処置とともに程度により救急車を要請

情報入手 ○津波の危険性や周辺の被害状況、交通状況等の情報を入手
○二次災害に留意しながら、校舎等施設の被害を確認

対策協議 ○児童生徒の下校対応や二次避難場所への移動を協議
○児童生徒を安全に保護者へ引き渡すための方法を協議

(４) 保護者へ児童生徒を引き渡す際の留意点を答えてください。

留 意 点

担任から保護者等へ連絡し、児童を保護者へ引き渡す場所を指定し迎えを依頼

保護者と児童生徒の関係を確認後、保護者へ引き渡す。その際、出席簿等に記録を記入

連絡のつかない児童生徒は学校にて保護

地震に伴う津波・火災等への対応については「学校における危機管理マニュアルの作成指針」を参照

あなたが教室で３時間目の授業をしていると、突然、大きな揺れを感じました。

揺れが収まったため、負傷者の有無と室内の異変を確認すると、負傷者はいませ
んが、教卓の花瓶が落下したほか、数枚の窓ガラスにヒビも入っています。しかし、
校舎そのものの大きな被害はないようです。このような中、「家庭科室で火災が発生。
西階段を避けてグラウンドに避難せよ」との校内放送がありました。

安全確認により、擦過傷の軽傷者が２人いましたが、応急手当により処置を終え
ました。その後、教育委員会からの情報や学校周辺の確認により、市内には甚大な
被害がないことが確認されました。しかし、火災が発生したことや、施設設備の安
全確認の必要性、今後も余震の可能性があることなどを総合的に判断し、授業は行
わず、保護者へ児童生徒を引き渡すことになりました。
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